
令和７年度

ＰＴＡ総会 

日時：令和７年６月７日（土） １４：：００～

場所：本校会議室

千葉県立袖ヶ浦高等学校



※受  付 １２：３０～ 

授業公開 １２：５０～１３：４０ 

令和７年度ＰＴＡ総会日程 

１ 期 日  令和７年６月７日（土） 

２ 場 所  会議室 

３ 日 程 

 総会受付        １３：４５～１４：００（於：会議室） 

総  会        １４：００～１４：５０（  〃  ） 

講 演 会（全学年向け） １５：００～１５：５０（  〃  ） 

演 題 「ＳＮＳ利用時の注意点や闇バイトについて」（仮称） 

講 師 千葉県警察本部生活安全部少年課内房地区少年センター 上席少年補導専門員 三繩 真樹 氏 

１学年懇談会 １６：００～１６：３０（於：図書室） 

（学年職員との懇談会及び進路等について） 

４ 総会次第  司会：渡邉 秀樹 教頭 

Ⅰ 開会のことば 

Ⅱ 会長挨拶 

 Ⅲ 校長挨拶 

 Ⅳ 議長選出 

 Ⅴ 議  事 

（１）令和６年度 事業報告並びに決算報告・監査報告について 

 令和６年度 教育環境整備事業特別会計収支報告・監査報告について 

（２）令和７年度事業計画（案）並びに予算（案）について 

（３）令和７年度本部役員（案）について 

（４）その他 

Ⅵ 報  告 

（１）後援会事業について 

（２）学校理事紹介 

（３）学校からの現況報告（各分掌長、情報コミュニケーション科長、各学年主任） 

（４）創立５０周年事業について 

Ⅶ 閉会のことば 

Ⅷ その他 諸連絡 
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No. 年 月 日 曜日 事　業　内　容 摘　　要

1 6 4 9 火 第４９回入学式 本校体育館

2 6 4 19 金 修学旅行選定プレゼンテーション（豊川・鳩飼理事） 本校会議室

3 6 5 17 金 第１回ＰＴＡ理事会 本校会議室

4 6 5 23 木 卒業アルバム選定プレゼンテーション（藤浪・磯崎理事） 本校会議室

5 6 6 5 水 千葉県高Ｐ連定期総会（根本会長） 県教育会館ホール

6 6 6 8 土 令和６年度ＰＴＡ総会 本校会議室

7 6 6 21・22 金・土 第３４回袖高祭（文化・広報委員会） 本校

8 6 6 26 水
令和６年度千葉県高等学校ＰＴＡ連合会第１回理事会
（根本会長）

千葉県総合スポーツセンター
宿泊研修所

9 6 6 28 金 令和６年度君津地区校外補導員連絡協議会総会 木更津東高校

10 6 6 28 金 JR袖ケ浦駅列車指導（列車マナー）（塩野谷・藤浪理事） JR袖ケ浦駅

11 6 7 3 水 JR袖ケ浦駅列車指導（列車マナー）（上原・小泉理事） JR袖ケ浦駅

12 6 7 23・24 火・水
第７０回関東高等学校ＰＴＡ連合会　千葉大会
（秋山・豊川・白土・中家・山口理事）

幕張メッセ国際会議場

13 6 8 15 木 木更津港まつり巡回　（細谷・小泉・白土理事） 木更津市内

14 6 8 22・23 木・金
第７３回全国高等学校ＰＴＡ連合会　茨城大会
（片岡・豊川理事）

水戸市

15 6 9 2 月 体育館シューズ選定　（鳩飼・豊川理事） 本校会議室

16 6 9 26 木 第４９回体育大会（広報委員会） 本校グラウンド

17 6 10 7・9 月・水
JR袖ケ浦駅列車指導（列車マナー）
（上原・藤浪・細谷・磯崎理事）

JR袖ケ浦駅

18 6 10 18 金
令和６年度千葉県高等学校ＰＴＡ連合会第２回理事会
（根本会長）

千葉県総合スポーツセンター
宿泊研修所

19 6 11 15 金
第６０回千葉県高等学校ＰＴＡ研究集会
（根本会長・山口・白土理事）

ホテルスプリングス幕張

20 6 11 20 水 ＰＴＡ研修視察 青山学院大学　他

21 6 11 22 金
令和６年度君津地区高等学校ＰＴＡ研究集会
（根本会長・秋山・豊川理事）

君津合同庁舎
４階大会議室

22 6 11 26 火 地域交流ミニ集会　（理事１２名参加） 本校会議室

23 7 1 28 火 第２回ＰＴＡ理事会 本校会議室

24 7 2 26 水
令和６年度千葉県高等学校ＰＴＡ連合会第３回理事会
（根本会長）

千葉県総合スポーツセンター
宿泊研修所

25 7 3 6 木
第４７回卒業証書授与式
ＰＴＡだより発刊（第８９号）

本校体育館

26 7 3 11 火 君津地区校外補導員連絡協議会総会 木更津高校

令和６年度　ＰＴＡ事業報告
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収入総額 7,472,325 円

支出総額 4,572,064 円

差引総額 2,900,261 円　　　　 次年度へ繰越 2,900,261 円

収入の部 単位：円

予算額 決算額 残額

5,077,500 4,889,400 △ 188,100

１目　会　　　　 費 4,938,000 4,773,900 △ 164,100

２目　入 　会　 金 139,500 115,500 △ 24,000

2,580,555 2,580,555 0

１目　繰　 越　 金 2,580,555 2,580,555 0

0 2,370 2,370

１目　雑 　収　 入 0 2,370 2,370

7,658,055 7,472,325 △ 185,730

支出の部 単位：円

予算額 流用額 予算現額 決算額 残額 備考

1,260,000 0 1,260,000 581,340 678,660 会の運営に係る経費

１目　会　 議　 費 200,000 0 200,000 12,834 187,166 総会、理事会経費

２目　事　 務　 費 230,000 0 230,000 76,704 153,296 印刷、文具他

３目　旅　　　　 費 150,000 0 150,000 42,852 107,148 会務旅費

４目　負　 担 　金 500,000 0 500,000 428,950 71,050 県高P連負担金

５目　渉　 外　 費 30,000 0 30,000 0 30,000 他団体等との交際費

６目　慶 　弔 　費　 150,000 0 150,000 20,000 130,000 会員の慶弔費

2,300,000 0 2,300,000 825,005 1,474,995 会の活動に要する経費

１目　広報活動費 400,000 0 400,000 262,537 137,463 ＰＴＡだより発行

２目　研修活動費 700,000 0 700,000 333,875 366,125 研修旅行助成他

３目　校外指導費 100,000 0 100,000 5,873 94,127 校外指導時の補助費

４目　各種行事費 300,000 0 300,000 22,720 277,280 学校行事経費

５目　記念事業積立金 200,000 0 200,000 200,000 0 記念事業操出金

６目　その他の活動費 600,000 0 600,000 0 600,000 活動費補助

3,930,000 0 3,930,000 3,165,719 764,281
会の事業目的に基づき学
校に協力するために要す
る経費

１目　進路指導助成費 500,000 △ 193,387 306,613 204,191 102,422 進路資料他

２目　生活指導助成費 300,000 0 300,000 199,071 100,929 生徒指導上の諸経費

３目　学力向上対策助成費 700,000 △ 15,040 684,960 396,066 288,894
常漢・英単テスト表彰経費
他

４目　学校行事助成費 300,000 0 300,000 211,617 88,383
入学式等学校行事助成
費

５目　教職員研修助成費 250,000 0 250,000 150,392 99,608
研究団体等研修会参加
費補助

令和６年度 ＰＴＡ決算書

科目

１項　会　　　 　費

説明

千葉県立袖ヶ浦高等学校ＰＴＡ

２項　繰　 越　 金

6,000円×823名=4,938,000円
兄弟姉妹返金△153,600円
生徒異動返金△10,500円
500円×279名＝139,500円
兄弟姉妹返金△24,000円

３項　雑 　収　 入

公衆電話通話料

前年度繰越金

２項　活 　動　 費

合計

科目

１項　総 　務　 費

３項　学校援助費
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６目　クラブ活動振興助成費 750,000 320,212 1,070,212 1,070,212 0 部活動振興補助

７目　クラブ活動施設等整備助成費 600,000 △ 126,825 473,175 439,130 34,045 部活動施設整備補助

８目　環境整備促進費 480,000 15,040 495,040 495,040 0 校内施設整備補助

９目　渉外運営助成費 50,000 0 50,000 0 50,000 学校運営的渉外経費

168,055 0 168,055 0 168,055

１目　予 　備　 費 168,055 0 168,055 0 168,055

7,658,055 0 7,658,055 4,572,064 3,085,991

上記のとおり収支報告します。 会　長　　根本　吉晴 ㊞

上記関係帳簿、証拠書類及び通帳を審査の結果、

収入支出の内容も妥当であり、正確に処理され適正であることを認める。

監　事　　中家　節子 ㊞

監　事　　細谷　喜子 ㊞

積立金 預金利息

5,839,912 200,000 0 0 6,039,912

上記のとおり収支報告します。 会　長　　根本　吉晴 ㊞

上記関係帳簿、証拠書類及び通帳を審査の結果、
収入支出の内容も妥当であり、正確に処理され適正であることを認める。

監　事　　中家　節子 ㊞

監　事　　細谷　喜子 ㊞

記念事業積立金

令和7年5月7日

令和7年5月7日

令和7年5月7日

令和7年5月7日

令和６年度記念事業積立金決算書

科目
令和５年度

積立金
令和６年度積立金内訳

支出額
令和６年度
末現在高

説明

合計

４項　予 　備 　費
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収入総額 16,647,165 円

支出総額 12,396,264 円

差引総額 4,250,901 円　　　　 次年度へ繰越 4,250,901 円

収入の部 単位：円

予算額 決算額 残額

5,925,600 5,913,000 △ 12,600

3,795,849 3,795,849 0

6,938,316 6,938,316 0

16,659,765 16,647,165 △ 12,600

支出の部 単位：円

予算額 流用額 予算現額 決算額 残額 備考

9,757,428 0 9,757,428 9,757,428 0

1,708,524 0 1,708,524 1,708,524 0

1,200,000 0 1,200,000 642,899 557,101

287,413 0 287,413 287,413 0

3,706,400 0 3,706,400 0 3,706,400

16,659,765 0 16,659,765 12,396,264 4,263,501

収入総額 8,563,417 円

支出総額 0 円

収支残額 8,563,417 円　　　　 次年度へ繰越 8,563,417 円

収入の部 単位：円

上記のとおり収支報告します。 会　長　　根本　吉晴 ㊞

上記関係帳簿、証拠書類及び通帳を審査の結果、

収入支出の内容も妥当であり、正確に処理され適正であることを認める。

監　事　　中家　節子 ㊞

監　事　　細谷　喜子 ㊞

令和６年度 教育環境整備事業特別会計撤去積立金決算書

合計

科目

1リース料

2メンテナンス料

3電気料

4撤去費積立金

5予備費

2繰越金

千葉県から普通教室棟22室・特別教室棟5室分県費
負担金として

前年度繰越金

3雑収入

合計

科目

1負担金
7,200円×823名
生徒異動返金△12,600円

備考

令和６年度 教育環境整備事業特別会計決算書

千葉県立袖ヶ浦高等学校ＰＴＡ

科目 金額 説明

前年度繰越金 8,276,004 前年度繰越金

令和7年5月7日

令和7年5月7日

教育環境整備事業特別会計から 287,413 教育環境整備事業特別会計から

計 8,563,417
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No. 年 月 日 曜日 事　業　内　容 摘　　要

1 7 4 8 火 第５０回入学式 本校体育館

2 7 4 16 水 修学旅行選定プレゼンテーション 本校会議室

3 7 5 16 金 第１回ＰＴＡ理事会 本校会議室

4 7 5 21 水 卒業アルバム選定プレゼンテーション 本校会議室

5 7 6 7 土 令和７年度ＰＴＡ総会 本校

6 7 6 11 水 千葉県高Ｐ連定期総会 県教育会館ホール

7 7 令和７年度君津地区校外補導員連絡協議会

8 7 6 20・21 金・土 第３５回袖高祭 本校

9 7 7 3 木 ＰＴＡ研修視察 専修大学方面

10 7 7 11・12 金・土 第７１回関東高等学校ＰＴＡ連合会　埼玉大会 大宮ソニックホール他

11 7 8 15 金 木更津港まつり巡回 木更津市内

12 7 8 21・22 木・金 第７３回全国高等学校ＰＴＡ連合会　三重大会 津市スポーツセンター

13 7 9 登校指導 通学路

14 7 10 2 木 第５０回体育大会 本校グラウンド

15 7 11 4 火 君津地区高等学校ＰＴＡ研究集会（袖ヶ浦高校幹事校） 君津教育会館

16 7 11 14 金
第６１回千葉県高等学校ＰＴＡ研究集会
袖ヶ浦高校発表
「進路指導の援助を推進するためのＰＴＡ活動」

千葉県教育会館

17 8 1 登校指導 通学路

18 8 2 3 火 第２回ＰＴＡ理事会 本校会議室

19 8 3 6 金
第４８回卒業証書授与式
ＰＴＡだより発刊（第９０号）

本校体育館

20 8 君津地区校外補導員連絡協議会

令和７年度　ＰＴＡ事業計画（案）
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収入の部 単位：円
本年度予算額 前年度予算額 比較 説明

5,114,000 5,077,500 36,500
１目　会　　　　 費 4,974,000 4,938,000 36,000 6,000円×829名
２目　入 　会　 金 140,000 139,500 500 500円×280名

2,900,261 2,580,555 319,706
１目　繰　 越　 金 2,900,261 2,580,555 319,706 前年度繰越金

0 0 0
１目　雑 　収　 入 0 0 0

8,014,261 7,658,055 356,206

支出の部 単位：円
本年度予算額 前年度予算額 比較 説明

1,310,000 1,260,000 50,000
１目　会　 議　 費 200,000 200,000 0 総会・理事会・委員会　他
２目　事　 務　 費 230,000 230,000 0 通信・印刷・文具　他
３目　旅　　　　 費 200,000 150,000 50,000 会務旅費
４目　負　 担 　金 500,000 500,000 0 県高Ｐ連等負担金
５目　渉　 外　 費 30,000 30,000 0 他団体等との交際費
６目　慶 　弔 　費　 150,000 150,000 0 会員等の慶弔費

2,350,000 2,300,000 50,000
１目　広報活動費 400,000 400,000 0 ＰＴＡだより発行費・資料収集費　他

２目　研修活動費 700,000 700,000 0 各種研究大会派遣費・講演会開催費　他

３目　校外指導費 100,000 100,000 0 補導関係費　他
４目　各種行事費 350,000 300,000 50,000 学校行事参加費
５目　記念事業積立金 200,000 200,000 0 記念事業積立繰出金
６目　その他の活動費 600,000 600,000 0 その他活動費補助

4,200,000 3,930,000 270,000
１目　進路指導助成費 500,000 500,000 0 進路資料　他
２目　生活指導助成費 300,000 300,000 0 携帯メール通信費、生徒指導等負担金　他

３目　学力向上対策助成費 750,000 700,000 50,000 常漢・英単テスト表彰経費　他
４目　学校行事助成費 300,000 300,000 0 体育祭・文化祭経費補助・修学旅行補助　他

５目　教職員研修助成費 250,000 250,000 0 研究団体等研究会参加費及び資料代

６目　クラブ活動振興助成費 1,150,000 750,000 400,000 部活動振興補助
７目　クラブ活動施設等整備助成費 400,000 600,000 △ 200,000 部活動施設整備補助
８目　環境整備促進費 500,000 480,000 20,000 校内施設整備補修費
９目　渉外運営助成費 50,000 50,000 0 学校運営的渉外経費

154,261 168,055 △ 13,794
１目　予 　備　 費 154,261 168,055 △ 13,794

8,014,261 7,658,055 356,206

収入の部
説明

前年度繰越金
記念事業積立金から

支出の部
説明

50周年記念事業へ

科目 金額
2,000,000合計

6,039,912前年度繰越金
令和６年度積立金 200,000
合計 6,239,912

４項　予 　備 　費

合計

令和７年度記念事業積立金予算書（案）

科目 金額

３項　学校援助費

１項　総 　務　 費

２項　活 　動　 費

科目

令和７年度 ＰＴＡ予算書（案）
千葉県立袖ヶ浦高等学校ＰＴＡ

科目
１項　会　　　 　費

２項　繰　 越　 金

３項　雑 　収　 入

合計
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収入の部 単位：円

本年度予算額 前年度予算額 比較 説明

5,968,800 5,925,600 43,200 7,200円×829名

4,250,901 3,795,849 455,052 前年度繰越金

6,938,316 6,938,316 0
県から普通教室22室・特別教室５室分の負
担金として

17,158,017 16,659,765 498,252

支出の部 単位：円

本年度予算額 前年度予算額 比較 備考

9,757,428 9,757,428 0
413,325円×12月（普通教室棟）
399,794円×12月（特別教室棟）

1,708,524 1,708,524 0
100,137円×12月（普通教室棟）
　42,240円×12月（特別教室棟）

1,200,000 1,200,000 0

287,413 287,413 0
72,692円（普通教室棟）
214,721円（特別教室棟）積立金へ

4,204,652 3,706,400 498,252

17,158,017 16,659,765 498,252

収入の部 単位：円

説明

前年度繰越金

教育環境整備事業特別会計から

支出の部 単位：円

説明

準備室空調機設置

令和７年度 教育環境整備事業特別会計撤去積立金予算書（案）

計

科目 金額

前年度繰越金

教育環境整備事業特別会計から

令和７年度 教育環境整備事業特別会計予算書（案）

科目

1負担金

2繰越金

科目 金額

準備室教育環境整備事業 4,000,000

3雑収入

合計

科目

1リース料

5予備費

合計

2メンテナンス料

3電気料

4撤去費積立金

8,563,417

287,413

8,276,004
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令和７年度　ＰＴＡ役員会名簿（案）

本部役員

役職名 氏名 役職名 氏名

副会長 白　土　なおみ

会長 根　本　吉　晴 副会長 山　口　愛　子

会計

副会長 小　山　雄一郎 校長

監事 中　家　節　子 監事 豊　川　由美子

副会長 島　野　朝　美

◎委員長　○副委員長

書記 舟　木　佑　実

会計 岡　田　好　正 事務長

市　原　由紀雄

書記 鳩　飼　　　猛

会計 秋　山　有理佳

３学年理事　９名

総務委員会    生活指導委員会 文化・広報委員会

 ◎根　本　吉　晴  ◎松　田　幸　子

書記 早　川　瑞　妃 教諭

 　島　田　有香里

 　中　家　節　子  ◎齋　藤　明　美

　     〇山　口　愛　子    城　尾　弘　子

 　秋　山　有理佳    小　野　愛　美

　白　土　なおみ 　塩野谷　慶　子 〇蟹  田  木綿子

　豊　川　由美子 　藤　浪　美　樹 　泉　　　康　子

２学年理事　１１名

  総務委員会   生活指導委員会   文化・広報委員会

　鳩　飼　　　猛 〇磯　崎　美　穂 　牧　野　直　美

　守　谷　和　江

舟　木　佑　実

１学年理事　９名

総務委員会 生活指導委員会 文化・広報委員会

市　原　由紀雄 藤　原　知　子 萬　崎　公　司

島　野　朝　美 実　形　麻衣子 手　塚　由　美

森　岡　瑞　枝 堀　越　千惠美

  川　崎　麻　矢

最　首　拓　磨

学校理事

校長 小　山　雄一郎 教諭 野　村　ゆかり 教諭 事務長 岡　田　好　正

原　　　歩　夢 〃 片　岡　哲　也 〃

岡　本　里沙子

主事 島　津　　　蓮

教諭 立　野　佐知子 〃 石　川　陽　一 〃

早　川　瑞　妃教頭 渡　邉　秀　樹 〃 阿　部　俊　人 〃

松　元　和一郎

１２名 ６名 １１名

〃 川　崎　喜代美 〃 白　井　敏　二 〃

島　崎　真　奈〃 三　橋　　　聡 〃 髙　尾　友　樹 〃

由　利　節　子〃
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収入総額 3,466,338 円

支出総額 1,841,893 円

差引総額 1,624,445 円　　　　 次年度へ繰越 1,624,445 円

収入の部 単位：円

予算額 決算額 残額

1,975,200 1,971,000 △ 4,200

0 0 0

0 446,610 446,610

0 0 0

1,048,728 1,048,728 0

3,023,928 3,466,338 442,410

支出の部 単位：円

予算額 決算額 残額

10,000 0 10,000

2,963,928 1,841,893 1,122,035

50,000 0 50,000

3,023,928 1,841,893 1,182,035

上記のとおり収支報告します。 会　長　　加藤　智生　　㊞

上記関係帳簿、証拠書類及び通帳を審査の結果、
収入支出の内容も妥当であり、正確に処理され適正であることを認める。

監　事　　中家　節子　　㊞

監　事　　細谷　喜子　　㊞

２　有志会員寄付金

３　交付金及補助金 高体連・高文連から派遣補助

４　その他の収入

令和６年度 後援会決算書
千葉県立袖ヶ浦高等学校後援会

科目 備考

１　保護者会員会費
2,400円×823名＝1,975,200円
生徒異動返金△4,200円

５　繰　　越　　金 前年度繰越金

部活動振興助成費及び補助費

３　予　　 備　 　費

令和7年5月7日

令和7年5月1日

合計

合計

科目

１　運 　　営 　　費

２　部活動振興費

備考
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収入の部 単位：円

本年度予算額 前年度予算額 比較 説明

1,989,600 1,975,200 14,400 2,400円×829名

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1,624,445 1,048,728 575,717 前年度繰越金

3,614,045 3,023,928 590,117

支出の部 単位：円

本年度予算額 前年度予算額 比較 説明

10,000 10,000 0 本会の運営経費

3,550,000 2,963,928 586,072 部活動振興助成費及び補助費

54,045 50,000 4,045

3,614,045 3,023,928 590,117

令和７年度 後援会事業計画（案）
文化・体育諸活動の振興を図り、生徒の意気を昂揚させる。

３　予　　 備　 　費

合 計

合 計

科 目

１　運 　　営 　　費

２　部活動振興費

３　交付金及補助金

４　その他の収入

５　繰　　越　　金

令和７年度 後援会予算書（案）

科 目

１　保護者会員会費

２　有志会員寄付金
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千葉県立袖ヶ浦高等学校ＰＴＡ規約

第１章 総則

（名称及び所在地）

第１条 本会は、千葉県立袖ヶ浦高等学校ＰＴＡと称し、事務局を千葉県立袖ヶ浦高等学校（以

下「本校」という ）に置く。。

（目的）

第２条 本会は、生徒の望ましい成長と人間形成のために、学校と家庭が緊密に協力して、本校

教育と教育環境の向上に努めるとともに、会員相互の研修と親睦を図ることを目的とする。

（事業）

第３条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 本校の教育及び行事に協力すること

(2) 本校の教育環境の整備に協力すること

(3) 学校と家庭との連絡を密にし、生徒の健全育成に協力すること

(4) 生徒及び教職員の文化、体育、厚生の向上に協力すること

(5) 会員相互の研修と親睦を図ること

(6) その他、本会の目的達成に必要と認められる事業

第２章 会員及び役員

（会員）

第４条 本会の会員は、本校の生徒の保護者及び教職員とする。

（役員）

第５条 本会に次の役員を置く。

(1) 会長 １名

(2) 副会長 ４名

(3) 会計 ３名

(4) 書記 ３名

(5) 理事 各学年２０名程度

(6) 学校理事 若干名

(7) 監事 ２名

（役員の選任）

第６条 会長及び副会長は、会員の中から理事会において選任し、総会の承認を得て決定する。

ただし、副会長１名は本校校長の職にある者とする。

２ 会計及び書記は、理事の中から理事会において選任する。ただし、会計及び書記の各１名は

校長が学校理事の中から推薦する。

３ 理事は、地域の実情を考慮して会長が委嘱する。

４ 学校理事は、校長が職員の中から推薦する者とする。

５ 監事は、会員の中から総会において選任する。

（役員の任期）

第７条 役員の任期は１年とする。ただし、再任を妨げない。

２ 役員に欠員が生じたときは、前条の規定にかかわらず、理事会において選任し決定する。

３ 前項の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

４ 役員は、その任期が満了しても、後任者が就任するまでは、その職を行うものとする。
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（役員の職務）

第８条 会長は、本会を代表し、会務を統轄する。

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。

３ 会計は、会計事務を掌る。

４ 書記は、会議の議事を記録し、庶務を掌る

５ 理事は、理事会を構成し、運営及び事業を企画する。

６ 監事は、会計事務を監査する。

（顧問）

第９条 顧問は、会長が委嘱し、会長の諮問に応ずる。

第３章 会議

（会議）

第10条 本会の会議は、総会及び理事会、委員会とする。

２ 本会の会議は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによ

る。

（総会）

第11条 総会は、会員の過半数の出席（委任状提出者を含む）をもって成立し、本会の最高議決

機関として次の事項を決議する。

(1) 事業計画の承認に関すること

(2) 予算及び決算の承認に関すること

(3) 規約の制定及び改廃に関すること

(4) 会長及び副会長の承認に関すること

(5) 監事の選任に関すること

(6) その他、本会の運営に関する重要な事項

、 、 。 、 、２ 総会は 毎年１回 会長が招集し開催するものとする ただし 会長が必要と認めたときは

臨時に開催することができる。

３ 総会の議長は、会議の都度、会員の中で互選する。

（理事会）

第12条 理事会は、役員をもって構成し、会長が招集する。

２ 理事会は、次の事項を審議する。

(1) 事業の企画並びに執行に関する事項

(2) 予算及び決算に関する事項

(3) 総会において決議する事項

(4) 予算流用並びに予備費充用の承認

(5) 規程の制定及び改廃

(6) その他、会長が必要と認めた事項

（委員会）

第13条 本会の事業を推進するため、必要に応じ委員会を設置することができる。

２ 委員会の運営については別に定める。

第４章 会計

（経費）

第14条 本会の経費は、会費、入会金及びその他の収入をもって充てる。

２ 会費及び入会金の額は別に定める。
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（会計区分）

第15条 本会の会計は、一般会計及び特別会計とする。

２ 特別会計は、特定な事業の執行に対する支出のため、一般会計と区分して経理する必要があ

る場合において設けることができる。

（会計年度）

第16条 本会の会計年度は、４月１日に始まり、翌年３月３１日をもって終わる。

第５章 雑則

（委任）

第17条 本規約に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附則

本規約は、昭和５１年４月１５日から施行する。

附則

本規約は、昭和５４年６月１６日から施行する

附則

本規約は、昭和６２年４月１日から施行する。

附則

本規約は、平成１７年５月１４日から施行する。

附則

本規約は、平成１８年５月１３日から施行する。

附則

本規約は、平成２０年１２月８日から施行する。ただし、第５条の改正規定は平成２１年４月

１日から施行する。

本規約は、令和３年６月１日から施行する。
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令和７年度 後援会役員名簿（案）

役 職 名 氏 名 備 考

会 長 有 志 会 員加 藤 智 生

副 会 長 Ｐ Ｔ Ａ 会 長根 本 吉 晴

〃 同 窓 会 長髙 橋 浩

〃 校 長小 山 雄 一 郎

監 事 Ｐ Ｔ Ａ 監 事中 家 節 子

〃 Ｐ Ｔ Ａ 監 事豊 川 由 美 子

理 事 Ｐ Ｔ Ａ 副 会 長山 口 愛 子

〃 Ｐ Ｔ Ａ 副 会 長白 土 な お み

〃 Ｐ Ｔ Ａ 副 会 長島 野 朝 美

〃 Ｐ Ｔ Ａ 会 計秋 山 有 理 佳

〃 Ｐ Ｔ Ａ 書 記鳩 飼 猛

顧 問 豊 島 正 久 有 志 会 員

事務局 会計･庶務 渡 邉 秀 樹 教 頭（ ）

〃 岡 田 好 正 事 務 長

〃 立 野 佐 知 子 総 務 部 長

有志会員（歴代ＰＴＡ会長）

氏 名 氏 名

初 代 高 橋 幸 雄（物故） １９ 代 滝 澤 岩 吉

２ 代 木 下 隆 ２０ 代 小 原 勲

３ 代 小 泉 義 弥 ２１ 代 森 岡 か お り

４ 代 山 田 恵 春 ２２ 代 岩 本 尚 喜

５ 代 三 上 重 雄 ２３ 代 石 渡 善 則

６ 代 安 田 正 吾 ２４ 代 加 藤 千 二

７ 代 石 崎 實 ２５ 代 遠 山 勝 也

８ 代 長 谷 川 一 雄 ２６ 代 石 渡 悟

９ 代 在 原 眞 也 ２７ 代 和 田 博 臣

１０ 代 榎 本 雄 芳 ２８ 代 奈 良 本 浩 規

１１ 代 鈴 木 昇 ２９ 代 木 村 孝 幸

３０ 代 安 藝 真 一１２ 代 高 木 厚 行

３１ 代 加 藤 智 生１３ 代 丸 山 勲

３２ 代 石 井 幸 一１４ 代 内 藤 芳 夫

３３ 代 大 庭 良 二１５ 代 山 本 晃 一 郎

１６ 代 佐 藤 計 廣 永 原 利 浩３４ 代

１７ 代 数 野 敏 行 豊 島 正 久３５ 代

３６ 代 酒 井 美 幸１８ 代 梅 川 睦 夫
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千葉県立袖ヶ浦高等学校後援会会則 

(目的) 

第1条 本会は千葉県立袖ヶ浦高等学校の文化・体育諸活動の振興を図り、生徒の意気を昂揚させることを目

的とする。 

(名称) 

第2条 本会は千葉県立袖ヶ浦高等学校後援会と称し、事務局を袖ヶ浦高等学校内に置く。 

(組織) 

第3条 本会は千葉県立袖ヶ浦高等学校PTA会員(保護者会員と称す)を母体として広く学校教育に関心をもつ

地域社会の中で、本会の趣旨に賛同する有志(有志会員と称す)と役員会(第5条に規定する役員)を以て組織

する。 

(事業) 

第4条 本会は千葉県立袖ヶ浦高等学校の教育、並びに生徒の諸活動に対する後援を行う。 

(役員) 

第5条 本会に次の役員を置く。 

会長 1名   副会長 3名  理事 5名 

監事 2名   顧問 1名 

2 前項のほか顧問若干名を置くことができる。 

第6条 会長は役員会で選出する。 

副会長は袖ヶ浦高等学校PTA会長、同校同窓会会長、同校校長をもってあてる。 

理事は、保護者会員からPTA会長の推薦により会長が委嘱する。 

監事は、役員会において、保護者会員から2名を選出する。 

第7条 会長は本会を代表し、会務を統括すると共に会議の議長となる。 

副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。 

理事は会員を代表して重要事項を審議し、会務を執行する。 

監事は会計の監査にあたる。 

本会の会計は、事務局(会計・庶務)で処理する。 

2 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。 
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(会議) 

第8条 本会の会議は (第5条に規定する役員会を以て構成し)、役員会及び総会(保護者会員及び有志会員)を年

1回開催する。ただし、会長が必要と認めたときは臨時に開くことができる。 

2 本会の議事は役員会をもって決定し、総会で報告する。 

(会計) 

第9条 本会の会計は、保護者全員の会費及び有志会員の寄付金、その他の収入を以てあてる。 

会費の額は月額200円とする。 

2 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日を以て終了する。 

 (雑則) 

第10条 この会則に定めるもののほか、この会則の施行に関し、必要な事項は別に定める。 

2 本会の事務を処理するための事務局(会計・庶務)は、会長が委嘱する。 

附則 

昭和51年 4月15日 

昭和53年11月21日一部改正 

平成18年 5月 1日一部改正 

平成20年 5月27日一部改正 

平成30年 5月12日一部改正 
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